
＜＜ アドバイザー派遣制度の流れ ＞＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込受付窓口 

芝地区総合支所協働推進課 港区芝公園１－５－２５  電話 3578－3123 

麻布地区総合支所協働推進課 港区六本木５－１６－４５ 電話 5114－8802 

赤坂地区総合支所協働推進課 港区赤坂４－１８－１３ 電話 5413ー7272 

高輪地区総合支所協働推進課 港区高輪１－１６－２５ 電話 5421－7621 

芝浦港南地区総合支所協働推進課 港区芝浦１－１６－１ 電話 6400－0031 

 

窓口にて申請 

派遣の決定通知をお待ちください。 

区から派遣の可否を決定し通知いたします。 

派遣決定 派遣の不承認決定 

※ 派遣はできませんので、手続きは終了です。 

アドバイザーが訪問し、 

皆さんにアドバイスを行います。 

実績の報告 

申請者とアドバイザーが連名で報告を行ってください。 



共同住宅で、居住者相互の「共助」による体制や組織づくりの推進

や防災計画を策定する場合、また、居住者の防災意識の高揚や防災知

識の普及啓発のための講演会・学習会を行う場合に、専門的な見

地から「助言」を与える防災アドバイザーを区の経費で派遣する制度

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災アドバイザー派遣制度を活用して 

共同住宅の防災対策をしましょう 

防災アドバイザーが共同住宅の防災対策を支援します。 

◎ 共同住宅の震災対策の必要性 

  共同住宅においては、エレベーター等の付帯設備の機能が停止して、特に高層

階の居住者は、地上階との往復が困難になったり、孤立をしてしまうなどの恐れが

あります。 

以上のような共同住宅であるがゆえに生じる事態を避けるためには、共同住宅の

特徴を踏まえた事前の震災対策が必要になります。 



１ 支援対象 

港区 内 の 共 同 住 宅 の 居 住 者 、 管 理 組 合 及 び 管 理 事 業 者 が 結 成 し た

団 体  

 

２ 支援内容 

港区が防災に関する専門家（以下「防災アドバイザー」）を派遣し、共同住宅

等の防災対策を支援します。 

○防災体制づくりに必要な指導、助言 

○防災意識の高揚等を図るための講演会や訓練に関するアドバイス、防災に

関する相談 

 

３ 制度の概要 

予め区に登録している「防災アドバイザー」の中から希望する「防災アドバ

イザー」を選んで申請していただき、区が調整した後に申請された「防災アド

バイザー」を派遣します。 

（登録防災アドバイザーは、「防災アドバイザー派遣制度登録業者一覧をご覧ください。） 

 

 

４ 費用負担 

「防災アドバイザー」派遣の費用は全額港区が負担いたします。 

※ 会場確保、資料のコピーや配布、実施周知などは申込者負担です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



５ 申請方法 

申請書に必要事項を記入し、裏面に記載されているいずれかの受付窓口に

提出をしてください。 

 

６ 申請にあたっての注意事項 

(１) 必ず、共同住宅の管理組合や自治会等団体としてお申し込みください。

居住者個人からのご要望には応じかねます。 

(２) 派遣希望日、日時は可能な限りご希望に沿うよう努めますが、ご希望に

添えない場合があることをご了承ください。 

(３) 申請書は、派遣希望日の 20 日前までに提出してください。 

(４) 派遣可能日は、１２月２９日から翌年１月３日を除く全日となります。 

(５) 派遣可能時間は、９時００分から２１時００分の間で最大８時間となり

ます。 

(６) 派遣時間を越えてアドバイスを求めることは、ご遠慮下さい。 

 ※ 当日に打合せ・施設の見学を行う場合は、申請時に派遣依頼時間に含めて下さい。質疑の時

間等を考慮し、１回の申請時間は４時間程度とすることをお勧めします。 

(７) 派遣回数には上限があり、１団体につき年度あたり５回までです。ただ

し、自主防災組織の結成に向けた活動を推進する場合は、最大１０回まで

延長することができます。 

 ※ 下打ち合わせなどで、アドバイザーを招く場合も１回とカウントされますので、派遣申請書

提出後お送りする派遣決定通知書に記載されている、防災アドバイザー連絡先に、電話や、メー

ル等で打合せをお願いします。 

(８) 防災アドバイザーは、管理組合と自治会の間のトラブル調整、区などの

助成制度の代理申請などの業務は行いません。また、共同住宅の震災対策

計画策定作業そのものの代行は行いません。 

 


